
 

 反社会的勢力との関係遮断に関する規則（平22.５.18） 

 

 

（目 的） 

第 １ 条 この規則は、反社会的勢力との関係の遮断に関し、必要な事項を定め、会員の健全な業務の遂行の

確保並びに反社会的勢力の金融商品取引及び金融商品市場からの排除を図り、もって資本市場の健全な発展

及び投資者の保護に資することを目的とする。 

（定 義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

１ 反社会的勢力 

 定款の施行に関する規則第15条に規定する反社会的勢力をいう。 

２ 有価証券の売買その他の取引等 

 定款第３条第８号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。 

（通   則） 

第 ３ 条 会員は、原則として、相手方が反社会的勢力であることを知りながら、当該相手方との間で有価証

券の売買その他の取引等を行ってはならない。 

２ 会員は、相手方が反社会的勢力であることを知りながら、当該相手方への資金の提供その他便宜の供与を

行ってはならない。 

（基本方針の策定及び公表） 

第 ４ 条 会員は、反社会的勢力との関係遮断のための基本方針（以下「基本方針」という。）を策定しなけれ

ばならない。 

２ 会員は、基本方針を社内に周知するとともに、当該基本方針又はその概要を公表しなければならない。 

（反社会的勢力でない旨の確約） 

第 ５ 条 会員は、初めて有価証券の売買その他の取引等に係る顧客の口座を開設しようとする場合は、あら

かじめ、当該顧客から反社会的勢力でない旨の確約を受けなければならない。 

（反社会的勢力を排除するための契約の締結） 

第 ６ 条 会員は、顧客から有価証券の売買その他の取引等の注文を受ける場合は、次の各号に定める事項を

契約書又は取引約款等に定めなければならない。 

１ 前条の確約が虚偽であると認められたときは、会員の申出により当該契約が解除されること。 

２ 顧客が反社会的勢力に該当すると認められたときは、会員の申出により当該契約が解除されること。 

３ 顧客が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、会員が契約を継続しがたいと

認めたときは、会員の申出により当該契約が解除されること。 

（審査の実施） 

第 ７ 条 会員は、初めて有価証券の売買その他の取引等に係る口座を開設しようとする顧客に関し、当該顧

客が反社会的勢力に該当するか否かあらかじめ審査するよう努めなければならない。 

２ 会員は、前項に掲げる顧客に関し、前項に定めるほか、本協会とあらかじめ取り決めた方法による審査を

行わなければならない。 



 

３ 会員は、前項に定める審査を行うに当たっては、本協会とあらかじめ取り決めた事項を遵守しなければな

らない。 

４ 会員は、有価証券の売買その他の取引等に係る口座を開設している顧客に関し、反社会的勢力に該当する

者がいないか定期的に審査するよう努めなければならない。 

５ 会員は、第１項、第２項、第４項又は次項に定めるほか、顧客が反社会的勢力に該当する者であるとの疑

いが生じた場合には、当該顧客に関し反社会的勢力に該当するか否か審査しなければならない。 

６ 会員は、前各項に定めるほか、本協会が必要と認める場合は、本協会とあらかじめ取り決めた方法による

審査を行わなければならない。なお、審査を行うに当たっては、本協会とあらかじめ取り決めた事項を遵守

しなければならない。 

（契約の禁止・関係の解消） 

第 ８ 条 会員は、前条第１項又は第２項に定める審査の結果、顧客が反社会的勢力であることが判明した場

合は、当該顧客と契約を締結してはならない。ただし、金融商品取引及び金融商品市場から反社会的勢力を

排除するときを除く。 

２ 会員は、前条第４項、第５項又は第６項に定める審査の結果、顧客が反社会的勢力であることが判明した

場合は、可能な限り速やかに関係解消に努めなければならない。 

（情報の収集） 

第 ９ 条 会員は、反社会的勢力に関する情報収集に努めなければならない。 

（研修等の実施） 

第 10 条 会員は、役職員に対し、反社会的勢力への対応要領及び反社会的勢力に関する情報の管理等につい

て、社内研修を実施するなど、役職員の啓蒙に努めなければならない。 

（社内管理態勢の整備） 

第 11 条 会員は、基本方針を実現するための社内規則を制定し、これを役職員に遵守させなければならない。 

２ 会員は、前項に規定する社内規則に基づき、反社会的勢力との関係を遮断するための管理態勢の整備に努

めなければならない。 

（管理態勢の充実） 

第 12 条 会員は、反社会的勢力との関係を遮断するための管理態勢について、定期的に検査を行わなければ

ならない。 

（本協会及び警察等との連携・協力） 

第 13 条 会員は、反社会的勢力との関係の遮断に関し、本協会及び警察その他関係機関と連携及び協力する

よう努めなければならない。 

２ 会員は、反社会的勢力との間で紛争が生じた場合には、弁護士又は本協会、警察その他の関係機関に速や

かに連絡又は相談するなどにより、反社会的勢力による行為の被害の発生を防止するよう努めなければなら

ない。 

（特定業務会員への適用） 

第 14 条 本規則（第７条第２項、第３項及び第６項を除く。）の規定は、特定業務会員（定款第５条第２号イ

又はハに掲げる業務を行う特定業務会員をいう。以下、この項において同じ。）について準用する。この場合

において、第１条から第13条までの規定中「会員」とあるのは「特定業務会員」と、第７条第５項中「、第

２項、第４項又は次項」とあるのは、「又は第４項」と、第８条第１項中「前条第１項又は第２項」とあるの

は「前条第１項」と、第８条第２項中「前条第４項、第５項又は第６項」とあるのは「前条第４項又は第５

項」と読み替えるものとする。 



 

２ 特定業務会員（定款第５条第２号ロに掲げる業務を行う特定業務会員をいう。）に係る反社会的勢力との関

係遮断に関する規定は、「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則」に定めるところによるもの

とする。 

付 則 

１ この規則は、平成22年７月１日から施行する。ただし、第５条及び第６条第１号については、平成23年１

月１日から施行する。 

２ 第５条及び第６条第１号の規定は平成23年１月１日において現に有価証券の売買その他の取引等に係る口

座を開設している顧客について、第７条第１項の規定は平成22年７月１日において現に有価証券の売買その

他の取引等に係る口座を開設している顧客について、それぞれ適用しない。 

 

付 則（平24.11.20） 

１ この改正は、本協会が別に定める日から施行する。 

２ この改正の施行の日から起算して６か月を経過する日までの間、改正後第７条第２項の規定の適用につい

ては、同項中「審査を行わなければならない。」とあるのは、「審査を行うよう努めなければならない。」とす

る。 

（注）改正条項は、次のとおりである。 

⑴ 第７条第１項を改正。 

   ⑵ 第７条第２項及び第３項を新設。 

   ⑶ 第７条旧第２項及び旧第３項を改正し、第４項及び第５項に繰り下げる。 

   ⑷ 第８条第１項及び第２項を改正。 

   ⑸ 「本協会が別に定める日」は平成25年２月25日。 

付 則（平27. 5.19） 

この改正は、平成 27 年５月 29 日から施行する。 

（注）改正条項は、次のとおりである。 

第 14 条を新設。 

付 則（平27.11.17） 

この改正は、平成 27 年 11 月 17 日から施行する。 

（注）改正条項は、次のとおりである。 

⑴ 第７条第５項を改正。 

 ⑵ 第７条第６項を新設。 

 ⑶ 第８条第２項を改正。 

 ⑷ 第14条第１項を改正。 

付      則 (令２．２.18) 

この改正は、令和２年３月１日から施行する。 

  (注) 改正条項は、次のとおりである。 

第 14 条第１項を改正。 


